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道 路

令和６年度事業概要

道路橋梁費

百万円 ％ 【設定】

1 道路街路の整備 224,812 56.4 56.342 印刷 100％

2 交通安全施設 45,478 11.4 11.398 行高 20×22行

3 道路の補修 38,448 9.6 9.636 列幅 20×1列 and 10×6列

4 道路の維持管理等 35,253 8.8 8.835 文字 MS P明朝 10pt

5 橋梁の整備 30,486 7.7 7.640 円の直径 20×16行

6 国直轄事業負担金 16,725 4.2 4.192 ドーナツ穴 40％

7 道路災害防除・復旧 5,337 1.3 1.338 中心の文字 内円に接する正方形

8 管理費 2,477 0.6 0.621

9 0.0 0.000

10 0.0 0.000

11 0.0 0.000

12 0.0 0.000

計 399,016 100.0
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道路街路の整備

224,812百万円

（56.4%）

国直轄事業負担金

16,725百万円

（4.2%）

道路の維持管理等

35,253百万円

（8.8%）

道路の補修

38,448百万円

（9.6%）

交通安全施設

45,478百万円

（11.4%）

橋梁の整備

30,486百万円

（7.7%）

道路災害防除・復旧

5,337百万円

（1.3%）

管理費

2,477百万円

（0.6%）

令和６年度
道 路 橋 梁 費
399,016百万円

道路整備、街路整備、
小笠原道路整備

道路災害防除、道路
災害復旧

道路管理、駐車場管
理、道路維持、橋梁維
持

+0.1

+0.1
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Ⅰ 道 路 の 建 設 
 

第１ あ  ら  ま  し 

 

 道路は、都民生活を支える最も基礎的な社会基

盤として、重要な役割を担っている。この役割と

は、膨大な交通需要に対応するとともに、災害時

の避難・救援路として、また、電気・ガス・上下

水道・電話などの施設を収容する空間としての機

能である。 

東京の道路整備は、交通渋滞の解消により国際

競争力を高めるとともに、快適で利便性が高く、

環境負荷の少ない都市を実現する上で重要であ

る。また、震災時の救援物資輸送や迅速な復旧・

復興活動を支え首都機能を守るとともに、延焼遮

断帯を形成し、燃え広がらないまちを実現するな

ど、東京を高度な防災性を備えた都市へ進化させ

るためにも道路整備は不可欠である。 

 

１ 現状と課題 

都内には、現在、延長3,207km の都市計画道路

が計画されているが、第２・１表に示すとおり、

令和４年度末時点でその完成率は約65.1％と、い

まだ道半ばで多くの未完成区間が存在している。

なお、区部の完成率は約66.7％、多摩地域の完成

率は約62.8％となっている。令和３年度全国道

路・街路交通情勢調査の朝夕旅行速度（混雑時旅

行速度）をみると、第２・２図に示すとおり、全

国31.7km/hに対して、東京都全域16.1km/h、区部

15.0km/h、市郡部（多摩及び島しょ）17.6km/h、

と低い速度となっている。 

(1) 道路交通の課題 

東京の交通渋滞の解消に向け、首都圏三環状道

路や都市計画道路の整備に取り組んでいるが、都

市の中心部から１時間で移動できるエリアに着

目すると、東京は欧米の主要都市の約半分にとど

まっており、道路交通環境は大きく後れを取って

いる。こうした状況は、多大な時間的・経済的損

失、産業の高コスト構造を招くとともに、バスな

どの都民の重要な足である公共交通の運行のほ

か、二酸化炭素（CO2）の排出量などに影響を与

えている。 

また、都内の交通事故（死傷事故）件数全体は

近年減少傾向にあるが、交通渋滞を回避するため

の通過交通が生活道路に流入していることなど

により、狭あいな生活道路における事故件数全体

に占める割合が増加している。このほかにも、概

成の都市計画道路の中には、車道はあるものの、

歩道が十分に整備されていない道路があり、安全

に歩行しづらい場所も存在する。 

(2) 防災都市の実現に向けた課題 

災害時における緊急物資輸送や迅速な救援・救

護活動などを支えるため、都内には緊急輸送道路

が指定されているが、これらの道路の中には十分

な幅員が確保されていない箇所があることに加

え、延焼遮断帯や避難路に指定されているにもか

かわらず、未着手となっている都市計画道路もあ

る。大規模災害の際には、都県間を含め、発生す

る大量のごみやがれきの処理なども必要となる。 

また、都内には土砂災害危険箇所に沿って道路

が存在する場所などがあり、大規模土砂災害など

の発生時には、道路の閉塞により孤立する集落の

発生が懸念される。 

(3) 質の高い生活の実現に向けた課題 

成熟都市東京においては、生活の豊かさを実感

でき、高齢者や子育て世代など誰もが活動しやす

く、快適に暮らせる集約型の地域構造へと再編し

ていくことが求められている。 

近年、手軽な交通手段として自転車の利用が拡

大し、自転車と歩行者が接触するなど、自転車が

関係する交通事故が発生している。また、鉄道駅

や公共施設周辺をはじめとした拠点における交

通結節機能が十分でないことも課題の一つであ

る。 

商店街や観光地、住宅地など様々な地域におい

て、地域の活性化や住みやすいまちを実現するた

め、地域の特性を生かしたまちづくりが進められ

ている。これらのまちづくりに資する道路整備も

期待されている。 
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第２・１表 都市計画道路の整備状況 
（令和５年３月31日現在：出典 都市整備局） 

都 市 計 画 
道 路 事 業 

全体計画 
完成延長
（㎞） 

事業中延長 
（㎞） 

未着手延長 
(km) 

完成率 
（％） 路線数 延長（㎞） 

合 計 1,445 3,207  2,088 310 808  65.1 

内 

訳 

区 部 778 1,770  1,181 165 423  66.7 

区部
の内
訳 

放射線 36 366  273 28 65  74.4 

環状線 12 251  182 32 36  72.6 

補助線 
その他 

730 1,151  724 105 321  62.9 

多 摩 662 1,426  896 144 384  62.8 

島 し ょ 5 10  10 0  0  100 

※ 各項目の合計は、小数点以下の端数処理により一致しない場合がある。
※ 路線数には、支線数は含まれていない。
※ 都市高速道路及び自動車専用道路は含まれていない。

第２・２図 朝夕旅行速度（混雑時旅行速度） 

出典：令和３年度 全国道路・街路交通情勢調査 
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２ 道路関係予算の動向 

 建設局の道路投資額は、昭和60年代からの好調

な経済成長の下、第２・３図のとおり平成４年ま

では高い伸び率で推移してきた。一方、近年の道

路投資額は3,000億円程度で推移している。日本の

社会、経済の中枢を担う東京の道路整備は事業効

果が極めて高く、その便益が全国へ及ぶものであ

り、ますます激化する国際間競争に打ち勝つため

にも、財源を集中的に投入し、整備を一層加速し

ていかなければならない。今後は、より一層効率

的な執行に努めるとともに、道路整備に必要な財

源確保について国へ働きかけていく。

第２・３図 道路投資額の推移 

第２・４図 地域別道路投資額指数の推移 
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第２・２表 年度別地域別投資額 

  （単位：百万円） 

（注）１．上段（  ）は各年度、区分構成比であり、下段〈  〉は昭和62年度を100とした指数である。 

２．道路投資額は、道路建設部所管事業から、直轄事業負担金を除き交通安全施設費、用地会計等を加えた額。 
３．令和５年度までは決算額、令和６年度は当初予算額。 

４．鉄道連続立体交差基金は除く。

第２・３表 道路事業当初予算額 

（単位：百万円） 

（注） （ ）は用地会計等で内書きである。

事  業   名  
令 和 ６ 年 度 令 和 ５ 年 度 

差引増△減 
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 

都市骨格幹線道路の整
備 81,267 (1,231) 26.9% 89,259 (2,648) 29.2% △7,992

都市計画道路 80,883 26.8% 88,900 29.1% △8,017

都市計画道路外 384 0.1% 359 0.1% 25 

地域幹線道路の整備 72,859 24.1% 77,056 25.2% △4,197

都市計画道路 71,745 23.7% 75,850 24.8% △4,105

都市計画道路外 1,114 0.4% 1,206 0.4% △92

地域振興道路の整備 3,489 1.2% 4,247 1.4% △758

都市計画道路 0 0% 0 0.0% 0 

都市計画道路外 3,489 1.2% 4,247 1.4% △758

橋梁の整備 10,492 3.5% 10,214 3.3% 278 

鉄道の連続立体交差化 54,490 18.0% 43,995 14.4% 10,495 

無電柱化の推進 5,448 1.8% 5,658 1.9% △210

流域貯留浸透事業 578 0.2% 256 0.1% 322 

都市高速道路の整備 315 0.1% 315 

その他 73,069 24.2% 74,713 24.5% △1,644

計 302,007 100.0% 305,398 100.0% 

(73) (68) (71) (71) (81) (77) (76) (74) (75) (71) (72) (69) (70)

区　部 134,489 123,032 115,020 113,268 200,434 142,127 141,878 135,780 147,098 123,856 126,984 127,860 210,972 

<100> <91> <86> <84> <149> <106> <105> <101> <109> <92> <94> <95> <157>

(23) (31) (28) (28) (18) (22) (23) (25) (24) (28) (26) (29) (27)

多　摩 42,912 55,776 44,771 44,588 43,400 41,092 43,202 46,451 48,059 49,462 45,675 53,536 81,983 

<100> <130> <104> <104> <101> <96> <101> <108> <112> <115> <106> <125> <191>

(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3)

島しょ 6,528 2,155 2,515 2,302 2,005 2,469 1,795 2,766 2,484 2,540 2,978 3,845 9,052 

<100> <33> <39> <35> <31> <38> <27> <42> <38> <39> <46> <59> <139>

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

合　計 183,929 180,963 162,306 160,158 245,839 185,688 186,875 184,997 197,641 175,858 175,637 185,241 302,007 

<100> <98> <88> <87> <134> <101> <102> <101> <107> <96> <95> <101> <164>

令和５年度令和３年度
　 年度

地域
昭和62年度 平成28年度平成27年度 令和６年度平成29年度平成26年度平成25年度 令和４年度令和２年度令和元年度平成30年度
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３ 今後の対応方針 

東京の道路整備は、交通渋滞を解消し、国際競

争力を高めるとともに、快適で利便性の高い都市

を実現する上で重要な役割を担っている。 

一方、東日本大震災では、救援活動や救援物資

輸送を支えるなど、改めて道路ネットワークの重

要性が明らかになった。 

また、首都直下地震の切迫性等を踏まえると、

都民の生命と東京の都市機能を守るため、東京の

弱点である木密地域の改善を一段と加速しなけ

ればならない。 

今後とも、首都東京の渋滞解消・防災性の向

上・環境改善を図るため、以下の方針に基づき、

道路施策を実施していく。 

○ 首都圏の道路交通の円滑化を図り、日本全体

の社会・経済活動を支える三環状道路を整備す

ると同時に、そのアクセス道路も重点的に整備

する 

○ 都市の骨格となる道路ネットワークを形成

するため、区部の放射・環状方向、多摩の南北

方向や区部と多摩を東西方向に結ぶ骨格幹線

道路について、つながっていない区間（ミッシ

ングリンク）や橋梁等を重点的に整備する 

○ 市街地では、地域の防災性の向上や円滑な交

通を確保するなど地域生活を支える基幹的な

幹線道路を、山間・島しょでは、生活基盤を強

化し産業の振興を図る道路を整備する 

○ 道路交通の円滑化と安全性の向上を図るた

め、交差点の整備・交通安全施設の整備、道路

と鉄道の立体交差化などを進める 

○ 震災時の救援・支援活動や復興支援を支える

交通・物流ネットワークの強化に資する道路整

備を進めていく 

○ 震災時に特に甚大な被害が想定される木造

住宅密集地域（整備地域）において、延焼を遮

断し、避難路や緊急車両の通行路ともなる防災

上効果の高い特定整備路線の整備を進めてい

く 
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第２ 都市の骨格を形成する 
   幹線道路の整備 

道路建設部計画課 

 三環状道路整備推進部   

 整備推進課 

１ 幹線道路網の整備 

(1) 概要 

 東京の道路ネットワークは、区部においては放

射・環状型、多摩地域においてはおおむね東西と南

北の格子状に構成されている。 

 区部の放射線については、古来の諸街道に沿った

国道が戦前から整備されており、戦後もこれらを中

心として整備の拡充が図られている。また、環状線

については、放射線に比べ整備が遅れているが、都

心への通過交通の分散を図るため、現在、重点的に

整備を進めている。 

 多摩地域については、東西方向の路線である甲州

街道や、新青梅街道、五日市街道など、旧街道を中

心に整備を進めてきたが、地域の均衡ある発展を目

指し、現在、南北方向の路線や南多摩尾根幹線につ

いても、積極的に整備を進めている。 

 令和６年度の骨格幹線道路の整備の総事業費は

約813億円で、施工する箇所は、環状第４号線、国

分寺３・２・８号線などである。 

(2) 快適で環境にやさしいみちづくり 

 道路における環境配慮への社会的関心が高まる

中、東京都では主要な幹線道路の整備にあたり、環

境影響評価条例に基づき、通過交通による大気汚染

や騒音・振動の軽減、安全で快適な歩行空間や緑豊

かなうるおいある都市空間の創出など、沿道環境に

配慮した道路整備を進めている。これまで施行して

いる主な箇所は、区部では、放射第５号線や、放射

第35号線など、多摩地域では、調布保谷線や、府中

所沢線などである。その中で、調布保谷線の環境施

設帯については、住民参加型によるみちづくりに取

り組み、緑道や、副道などの整備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 三環状道路の整備 

(1) 概要 

 首都圏三環状道路とは、首都圏中央連絡自動車道、

東京外かく環状道路、首都高速中央環状線の総称で

ある。首都圏三環状道路は、交通渋滞の解消のみな

らず、都市機能の向上や都市環境の改善を図るため、

早期整備が不可欠である。令和６年８月現在の整備

率は、約82％である。 

(2) 首都圏中央連絡自動車道 

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、都心から

40～60km圏を環状に連絡する延長約300kmの道路で

ある。本道路は、横浜、厚木、八王子、川越、つく

ば、成田、木更津などの中核都市を連絡することに

より、都心に集中する業務機能を適切に分散させ、

地域開発を促進するなど、首都圏のさらなる発展に

対して重要な役割を担う道路である。 

 平成26年６月に高尾山IC～神奈川県境までの約

2.3kmが開通し、東京都区間約24.6kmが全線開通し

た。平成29年２月には茨城県区間が全線開通し、東

名高速から東関東道までの６つの高速道路が圏央

道で結ばれた。圏央道全体の整備率は、令和６年８

月現在で約90％となっており、早期全線開通に向け

て、引き続き、国・関係県市と協力していく。 

(3)東京外かく環状道路（関越道～東名高速間） 

 東京外かく環状道路（外環道）は、都心から約15km

の圏域を環状に連絡する延長約85kmの道路である。

首都圏の交通・物流の根幹を成し、防災力向上にも

資する極めて重要な道路である。平成30年６月に千

葉区間が開通し、東関東道から関越道までの４つの

高速道路が外環道で結ばれた。外環道の整備率は、

令和６年８月現在で約58％となっている。 

 関越道～東名高速間（延長：16.2km）については、

平成19年４月に高架構造から大深度地下構造への

都市計画変更が行われ、平成21年５月に整備計画決

定、事業化された。平成24年４月には関越道～中央

道間はNEXCO東日本が、中央道～東名高速間はNEXCO

中日本が事業許可を受け、国とともに事業主体とし

て決定し、同年９月に着工した。 

 現在、本線シールドトンネル及びJCT・ICからの

ランプ（連絡路）のシールドトンネルなどの整備が

進められている。また、大深度地下において、本線

シールドトンネルとランプシールドトンネルをつ

なぐ地中拡幅部について調査・検討が進められてき

ている。 

都は、国など事業者に対し、事業の実施に当たっ

ては、安全を最優先に工事を進め、コスト縮減を図
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りながら、早期に開通することを求めている。引き

続き、国から受託した大泉 JCT 及び青梅街道 IC の

用地取得において、測量や用地折衝を進めるなど、

積極的に支援していく。 

なお、令和２年10月に調布市で陥没・空洞事故が

発生し、外環のシールドトンネルの施工が原因とさ

れ、事業者は地元に丁寧な説明を行った上で、家屋

補償や、緩んだ地盤を元に戻す地盤補修工事等を進

めている。 

また、大泉側本線及び東名・中央JCTランプのシ

ールドトンネル工事について、地元に説明の上、取

りまとめた再発防止対策等を確認しながら、慎重に

掘進作業を行っている。都は事業者に対して、引き

続き、再発防止対策等の確実な実施、住民の不安払

拭に向けた丁寧な説明やきめ細やかな対応を求め

ていく。 

 第２・５図 三環状道路ネットワーク図 

第２・６図 外環（関越道～東名高速間）平面図 

３号渋谷線

第第
三三
京京
浜浜
道道
路路

東東
名名
高高
速速
道道
路路

関関
越越
自自
動動
車車
道道

東東
北北
自自
動動
車車
道道

常常
磐磐
自自
動動
車車
道道
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(4) 首都高速中央環状線

首都高速中央環状線は、都心から半径約８kmに位

置する総延長約47kmの環状道路である。都心環状線

を通過する交通の迂回・分散を図り、都心に集中す

る交通によって生じる慢性的な渋滞を緩和し、高速

道路ネットワークの利用効率を向上させる。さらに、

円滑な交通の流れを確保することで沿道環境の改

善が図られるなど、都市再生に資する重要な路線で

ある。 

 中央環状新宿線は、目黒区青葉台から板橋区熊野

町に至る延長約11kmの路線であり、高速３号渋谷線、

高速４号新宿線、高速５号池袋線と連絡する。高速

４号新宿線から高速５号池袋線間が平成19年12月、

高速３号渋谷線から高速４号新宿線間が平成22年

３月に開通となった。 

 中央環状品川線は、品川区八潮から目黒区青葉台

に至る延長約9.4kmの路線であり、全長の約９割の

区間を地下式とし、目黒川及び環状第６号線を導入

空間としている。高速湾岸線と中央環状新宿線を結

び、高速３号渋谷線と連絡する。 

本路線は、都施行の街路事業と首都高速道路株式

会社施行の有料道路事業との共同事業として整備

を行い、平成27年３月に開通となった。 

この開通により、中央環状線が全線開通するとと

もに、首都圏三環状道路で最初のリングが完成した。 

 また、山手トンネル（高速湾岸線から高速５号池

袋線間）の延長は約18.2kmであり、道路トンネルと

しては日本一の長さである。 

３ 都市高速道路網の整備 

(1) 概要

首都高速道路株式会社では、道路交通の円滑化を

図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向

上に寄与することを目的として、都市高速道路であ

る首都高速道路を整備しており、現在、東京線では

201.9㎞を供用している。（第２・７図） 

第２・７図 都市高速道路ネットワーク図

新京橋連結路

新京橋連結路（事業中）

神田橋
 JCT
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(2)日本橋区間の地下化 

 首都高日本橋区間は、首都高速都心環状線の神

田橋 JCT から江戸橋JCT に至る 1.8km の区間で

ある。 

 この区間は、１日あたり約 10 万台の自動車が走

行する過酷な使用状況にあり、構造物の損傷が激

しく、長期的な安全性を確保するため、構造物の

更新が必要となっている。 

 日本橋川周辺では、多くの再開発計画が立ち上

がり、国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位

置付けられている。 

首都高速道路株式会社では、都心環状線の交通

機能を確保しつつ、まちづくりと連携しながら、

日本橋区間の令和 17年度の地下ルート開通、令和

22 年度の高架橋撤去に向けて、令和２年度より整

備を進めている。 

 

(3) 高速第１号線（新京橋連結路） 

 新京橋連結路は、高速都心環状線築地川区間と

高速八重洲線を結ぶ約 1.1km の路線である。日本

橋区間地下化により、現在の大型車通行ルートで

ある江戸橋 JCT の都心環状線連結路が廃止となる

ことから、代替機能を確保するための新たな都心

環状ルートとして整備する。 

 令和６年度より首都高速道路株式会社と東京都

とが共同で事業を進めており、日本橋区間の地下

ルート開通に合わせた令和 17 年度の完成を目指

している。 

 

 

第３ 橋 梁 の 整 備 

道路建設部道路橋梁課 

１ 概  要 

 橋梁の整備事業は、老朽化による架け替えや、

災害発生時における避難・輸送ルートの確保、都

県境の道路ネットワークの強化を図る上で重要な

事業である。 

 令和６年度の橋梁整備の総事業費は約105億円

で区部・多摩の15箇所の橋梁について新設・架け

替え事業を実施している。事業中の主な橋梁は、

等々力大橋（仮称）、関戸橋、日野橋などである。 

 

２ 多摩川に架かる橋梁の整備 

 多摩川を横断する道路では、多摩地区の市街化

進展や生活圏の拡大に伴い、橋梁周辺での慢性的

な渋滞が発生していたため、多摩川の橋梁整備を

重点的に取り組んできた。 

 特に、多摩川中流部では、昭和55年当時、一般

道路橋が５橋（12車線）しかなく、ボトルネック

による渋滞が慢性化していた。現在までに着実に

整備を進めた結果、令和５年度末の多摩川中流部

の橋梁整備状況は、直轄国道を含め９橋（34車線）、

平均橋梁間隔は約2.2km、交通容量は約３倍となっ

た。このように、整備前と比べ大幅な交通渋滞の

解消が図られたところである。 

また、多摩川下流部では、東京と神奈川の都県

境を新たに結ぶ等々力大橋（仮称）で事業を行っ

ている。 

 

 

第４ 地域幹線道路の整備 

道路建設部計画課 

 地域幹線道路は、市街地において骨格幹線道路

と一体となって東京の道路網を形成し、地域の防

災性や円滑な交通を確保するなど、地域生活を支

える基幹的な道路として整備するものである。 

 令和６年度の地域幹線道路の整備の総事業費は

約729億円で、施工する箇所は、補助第96号線、調

布３・４・２号線などである。 

  

 

第５ 山間・島しょ地域の振興を図 
   る道路の整備  

道路建設部道路橋梁課 

 山間・島しょ地域では、人の移動や物資の輸送

の多くを道路が担っており、生活及び産業・経済・

文化などの活動・振興に重要な基盤施設となって

いる。 

 とりわけ、地域住民の日常生活を支え、自然災

害等緊急時に対応できる安全な道路として、主要

道路である都道を整備する必要がある。 

 そのため、大型車のすれ違いが困難な道路の拡

幅整備、バイパス道路整備、歩道整備、線形改良、

法面防護などの整備により安全で円滑な交通を確

保する。 

 令和６年度の山間・島しょ地域の道路整備の総

事業費は約35億円で、主な箇所は、多摩川南岸道

路（奥多摩町）、秋川南岸道路（檜原村、あきる

野市）、大島循環線（大島町）、三宅循環線（三
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宅村）、八丈循環線（八丈町）、父島循環線（小

笠原村）などである。 

 

 

第６ 都市計画道路の整備 
 

道路建設部街路課・道路橋梁課・計画課 

１ 概  要 

 都市計画道路は、「『未来の東京』戦略」の実

現を目指し、第２･１表（P.34）に示すように全体

で310kmで事業中である。 

 令和６年度は総額約1,526億円で、前年度事業費

と比べ、約122億円減になっている。 

 令和５年度は放射第35号線等の５路線約2.7km

を交通開放した。令和６年度は放射第10号線等の

５路線約3.3kmで交通開放を予定している。 

 区部においては、都心に流入する交通を分散し

渋滞解消を図るため、放射第25号線や環状第４号

線など放射・環状道路の整備を重点的に進めてい

る。 

 多摩地域においては、府中所沢線など多摩南北

主要５路線や新青梅街道線など多摩東西主要４路

線をはじめとする骨格幹線道路の整備を重点的に

推進している。令和６年３月末において、多摩南

北主要５路線は、計画延長79.8kmに対し整備済延

長65.5km、整備率82％、多摩東西主要４路線は、

計画延長96.8kmに対し整備済延長67.3km、整備率7

0％となっている。引き続き、早期完成を目指し整

備を推進していく。 

 

２ 木密地域・特定整備路線の整備 

 木造住宅密集地域（木密地域）は、老朽化した木

造住宅や狭あいな道路が多いことなどから、防災上

の課題を抱えており、「首都直下地震等による東京

の被害想定」（令和４年度東京都防災会議）におい

ても、地震火災など大きな被害が想定されている。 

 東京都では、震災時に特に甚大な被害が想定され

る木密地域（整備地域）約6,500haを、燃え広がらな

い・燃えないまちにすることを目指し、市街地の不

燃化を促進するとともに、延焼遮断や避難、救援な

ど防災性の向上に資する都施行の都市計画道路（特

定整備路線）28区間、約25kmの整備を推進している。 

 特定整備路線は、平成23年３月の東日本大震災を

踏まえ、平成24年１月に立ち上げた「木密地域不燃

化10年プロジェクト」において、路線選定を行い、

平成26年度末までに全区間で事業に着手した。 

 これまでに６割を超える用地を取得するとともに、

補助第136号線の関原・梅田地区及び補助第26号線の

三宿地区の２区間、延長約1.5kmを交通開放した。 

引き続き、関係権利者の生活再建に十分配慮し、

理解と協力を得ながら用地を取得していくととも

に、用地が確保できた箇所から順次、工事を実施

するなど、地域の防災性を向上させる特定整備路

線の整備を着実に推進していく。 

 

 

第７ 道路と鉄道の立体交差化 

道路建設部鉄道関連事業課・計画課 

１ 概  要 

 都民生活を支える快適な交通体系を確立するため

には道路ネットワークの形成が不可欠であるが、現

状は不十分であり、既成市街地内では、依然として

慢性的な交通渋滞などが生じている。特に、都内に

残る約1,040箇所の踏切は、円滑な道路交通を著しく

阻害しており、安全で効率的な都市活動の妨げとな

っている。 

 この問題を解決するため、東京都では、重点的に

対策を実施すべき箇所を抽出し、道路と鉄道との立

体交差化を推進している。  

道路と鉄道との平面交差を立体化する方法には、

道路をオーバー又はアンダーにする道路立体と鉄道

を高架化又は地下化する鉄道立体がある。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道を立体 

化する方法 

（鉄道立体）

道路の上を

鉄道が高架

で交差する

道路の下を

鉄道が地下

又は掘割り

で交差する

延長が短区間（単独立体）

延長が規定以上の長区間 

（連続立体） 

延長が短区間（単独立体）

延長が規定以上の長区間 

（連続立体） 

道路を立体 

化する方法 

（道路立体）

鉄道の上を道路が高架で交差する 

 （単独立体） 

鉄道の下を道路が地下又は掘割りで交差する 

 （単独立体） 
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２ 連続立体交差事業 

道路と交差している鉄道を一定区間連続して高架

化又は地下化することで多くの踏切を除却し、既設

及び新設交差道路との立体交差を一挙に実現する事

業であり、東京都が事業主体となり、地元区市及び

鉄道事業者と相互に連携して進めている。施行方法、

費用負担等は「都市における道路と鉄道との連続立

体交差化に関する要綱（平成19年８月）」により定

められている。 

 この事業の意義は次のとおりである。 

 (1) 数多くの踏切を同時に除却することで、踏切

遮断による交通渋滞及び踏切事故を解消する

ことができる。また、道路ネットワークの形

成が促進される。 

 (2) 鉄道により分断されていた沿線市街地の一体

化を図ることができ、併せて市街地再開発事

業や土地区画整理事業等を行うことにより、

都市の再生、活性化に強いインパクトを与え

る。 

 (3) 新たに生み出される高架下等の空間を周辺の

土地利用計画に合わせて、自転車駐輪場や公

園等の多目的な形で利用できる。 

 (4) 鉄道事業者にとっても、鉄道輸送の安全性の

向上、踏切経費の節減、輸送力の増強等に寄

与する。 

 なお、この事業は市街地の中で施行する大規模事

業であるため、実施に当たっては、地域住民との合

意形成を図るとともに、環境対策などを行うことで

理解と協力を得ながら進めていく必要がある。 

 これまで、平成31年３月に事業を完了した小田急

小田原線（代々木上原駅～梅ヶ丘駅間）など東京都

が施行した39事業で395箇所の踏切を除却している

（第２・８図、P.44）。今後は、令和19年度までに

累計479箇所の踏切を除却することを目標としてい

る。 

 令和６年度の事業費は約545億円で、京王京王線、

西武新宿線、京成押上線、ＪＲ埼京線、京浜急行本

線、東武東上本線の６路線８箇所で施行中である。 

 また、新規事業として、西武新宿線、ＪＲ南武線、

東急大井町線、京成本線の４路線４箇所について、

事業化に向けた検討を進めているところである。（第

２・４表、P.44） 

 

３ 単独立体交差事業 

道路建設部街路課・道路橋梁課・計画課 

 道路を単独で立体化、あるいは鉄道を比較的短い

区間で立体化する事業である。令和６年度の事業費

は約83億円で、現在、環状第４号線(港南・高輪)、

補助第26号線(豊町)、補助第92号線(中里)など10箇

所で施行中である。（第２・８図、P.44） 
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第２・８図 道路と鉄道の立体交差事業 

第２・４表 連続立体交差事業 事業箇所

施 行 中 箇 所 

路  線   名  区 間 延長 
㎞ 

交 差 
方 式 

交差する主な 
都市計画道路 

踏 切 
除却数 施行年度 

京 成 押 上 線 四ツ木駅～青砥駅間 2.2 高 架 補140、補274 11 H14～R12 

西 武 新 宿 線 中井駅～野方駅間 2.4 地 下 補220、補26 7 H25～R8 

西武新宿線・国分寺
線 ・ 西 武 園 線 

東村山駅付近 4.5 高 架 
東村山3･3･8、 
東村山3･4･10 

5 H25～R12 

京 王 京 王 線 笹塚駅～仙川駅間 7.2 高 架 
放23、補154、補128、
補133、補215 
補216、補217 

25 H25～R12 

Ｊ Ｒ 埼 京 線 十条駅付近 1.5 高 架 補85 6 R元～R12 

京 浜 急 行 本 線 泉岳寺駅～新馬場駅間 1.7 高 架 補149 3 R2～R11 

東 武 東 上 本 線 大山駅付近 1.6 高 架 補26 8 R3～R12 

西 武 新 宿 線 井荻駅～西武柳沢駅間 5.1 高 架 補229、補132、外環
の2、補135、補230 19 R5～R21 

準 備 中 箇 所 

路  線   名  区 間 予定延長 
㎞ 

交差する主な 
都市計画道路 

予定踏切 
除却数 備考 

西 武 新 宿 線 野方駅～井荻駅付近 3.1 補227、補133、補215 13 － 

Ｊ Ｒ 南 武 線 谷保駅～立川駅間 3.7 国立3･3･15、 
国立3･4･5ほか 17 － 

東 急 大 井 町 線 戸越公園駅付近 0.9 補29 6 R5.10.10都市計画決定 

京 成 本 線 等 京成高砂駅～江戸川駅付近 5.3 補282、補143、補264 13 － 

（令和６年８月末現在）

戸越公園

東急大井町線

補92（中里）
京成高砂

江戸川

令和6 年8 月末現在

東武東上本線

補82
（上池袋）

昭島３・２・１１
 （青梅線）

箱根ケ崎陸橋志茂立体（仮称）

谷保
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第８ 公共交通の充実 

道路建設部鉄道関連事業課・計画課 

１ 概  要 

 新交通システム及び都市モノレールは道路を立

体的に利用した専用軌道上を走行する、バスと鉄

道の中間程度の輸送力を持つ新しいタイプの交通

機関である。インフラ部（支柱、桁、駅舎等の主

要構造物）は道路の一部として建設局が整備し、

インフラ外部（車両、電気設備等）は運営主体の

第三セクターが整備した。 

 また、副都心線(地下鉄13号線)は、道路特定財

源の使途拡大のため、道路交通の円滑化に資する

地下鉄整備に道路特定財源を導入することになっ

たため、都道である環状第５の１号線（明治通り）

の直下に建設するインフラ部（駅部の壁、床、柱、

階段等構造物、一般部のトンネル躯体）を街路事

業として整備した路線である。 

 

２ 日暮里・舎人ライナーの整備 

 日暮里・舎人ライナーは、区部北東部の交通利

便性の向上、道路混雑の緩和や沿線の地域開発の

促進などを目的に、荒川区日暮里駅から足立区舎

人地区まで約10㎞の区間に導入した新交通システ

ムである。 

 本路線は、昭和60年の運輸政策審議会答申を受

け、平成８年８月都市計画決定、平成９年10月工

事施行認可、同年11月都市計画事業認可を取得、

同年12月インフラ部の工事に着手して、平成20年

３月開業した。 

 

３ ゆりかもめの整備 

 ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）は、臨海

部の開発及び発展に寄与する交通基盤を強化する

ため、新橋～豊洲間の約15㎞（うち建設局施工約

８㎞）に導入した新交通システムである。 

 竹芝～有明間は、平成元年３月都市計画決定、

平成２年４月工事施行認可、事業認可を取得、同

年６月工事に着手した。また、新橋～竹芝間は、

平成２年７月都市計画決定、平成３年６月工事施

行認可、事業認可を取得、平成４年８月工事に着

手した。平成７年11月新橋～有明間が開業し、平

成13年３月新橋本駅、さらに平成14年11月汐留駅

が開業した。 

 また、有明～豊洲間は、平成11年３月都市計画

決定、同年11月事業認可、同年12月施行認可を取

得、工事に着手して、平成18年３月開業した。 

 

４ 多摩都市モノレールの整備 

 多摩都市モノレールは、多摩における南北方向

の公共交通を充実させ、併せて多摩の自立性を高

めるために、多摩センター～上北台間の約16kmに

導入した跨座式の都市モノレールである。 

 平成元年９月多摩センター～上北台間で都市計

画決定をし、Ⅰ期区間（立川北～上北台間）は、

平成２年６月工事施行認可、同年７月事業認可（立

川～桜街道間）を取得、同年11月工事に着手して、

平成10年11月開業した。 

 また、Ⅱ期区間（多摩センター～立川北間）は、

平成３年９月工事施行認可及び事業認可を取得、

同年11月工事に着手して、平成12年１月全線開業

した。 

 令和２年度より、上北台から箱根ケ崎間の延伸

の事業化に向けて、インフラ部の整備にかかる調

査及び設計等を進めている。 

 

５ 副都心線（地下鉄13号線）の整備 

 副都心線（地下鉄13号線）は、明治通りなどの

交通渋滞の緩和及び池袋、新宿、渋谷の３副都心

の連携強化を図るために整備された、池袋と渋谷

を結ぶ延長8.9kmの地下鉄である。 

 昭和60年及び平成12年の運輸政策審議会答申を

受け、池袋以西で、東武東上線及び西武池袋線と

相互乗り入れを行い、渋谷では東急東横線と相互

乗り入れを行う路線として計画された。 

 平成13年５月都市計画決定、同年６月鉄道事業

として工事に着手した。また、平成15年度からは、

道路特定財源を導入し、都道直下部の延長7.9km

を街路事業として整備することになり、平成15年

10月事業認可を取得し、引き続き工事を行い、平

成20年６月開業した。 
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第９ 市町村支援事業 

道路建設部管理課・道路橋梁課 

１ みちづくり・まちづくりパートナー事業 

 多摩地域の都市計画道路については「東京にお

ける都市計画道路の整備方針（第四次事業化計

画）平成28年３月」に基づき整備を進めているが、

本事業は、地域にとって重要な役割を果たす都道

のうち、都市計画道路の事業化計画における優先

整備路線以外で、地元市町村から要望が強い路線

を都と市町村が連携協力して整備を行い、交通の

円滑化・歩行者の安全性・利便性の向上など、地

域のまちづくりに寄与することを目的としている。

 平成11年度からの「みちづくり・まちづくりパ

ートナー事業」に続き、平成21年度から平成28年

度まで実施してきた「新みちづくり・まちづくり

パートナー事業」により、これまでに、17路線、

約5.4kmが完成している。本事業は地域にとって効

果が大きいことから、地元市の要望も踏まえ、「第

三次みちづくり・まちづくりパートナー事業」を

平成29年度から10か年で11市18路線（新規10路線、

継続８路線）整備することとし、令和５年度まで

に３路線、約1.0㎞が完成している。 

令和６年度は、予算約56億円を確保している。 

 

２ 市町村土木補助事業 

 市町村道は、国道や都道と一体となって道路網

を形成し、地域交通を支えるとともに、日常にお

ける地域交通や電気・上下水道などのライフライ

ンの収容スペースとして、また、安全で良好な生

活環境の形成に不可欠な基盤施設であるが、国道、

都道に比べ整備は遅れている。 

 都は、市町村に対する補助事業を通じて、市町

村への財政的、技術的支援を行いながら、市町村

道整備とまちづくりの促進を図っている。また、

令和６年度より舗装の補修等に要する経費に対す

る補助率を引き上げ、市町村道事業の維持補修の

財政支援強化に取り組んでいる。 

令和６年度は、予算約50億円（道路事業関係）

を確保している。 
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